
目

次

規

則

○
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqq（
税

務

課
）
…
一

規

則

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
八
号

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

条
例
附
則
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
民
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
規
則

で
定
め
る
も
の
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法

律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
二
年
政
令
第
百
六
十
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
行
事
の
中
止
若
し
く
は
延
期
又
は
そ
の
規
模
の
縮
小
に

よ
り
生
じ
た
当
該
行
事
の
入
場
料
金
、
参
加
料
金
そ
の
他
の
対
価
の
払
戻
し
を
請
求
す
る
権
利
の

全
部
又
は
一
部
の
放
棄
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
報
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二
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二
十
二
日
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日
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森
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島
一
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目
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青
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県
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所
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人
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青
森
市
第
二
問
屋
町
三
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目
一
番
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東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
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価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
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